
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業者の皆さまを支援するため、

「経営支援特別融資」の融資対象に下記を追加し、緊急的な金融支援を実施しておりますの

で、ご活用ください。 

融 資 名 経営支援特別融資 

融 資 対 象

と な る 方

新型コロナウイルス感染症の影響により、 

・最近 1 か月間の生産額又は売上高が、前年同月と比較して 3％以上減

少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の生産額又は売上高

が、前年同期と比較して 3％以上減少することが見込まれる者 

・最近 1か月間の生産額又は売上高が、過去 10年間のいずれかの年の

同月と比較して 10％以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3

か月間の生産額又は売上高が、過去 10 年のいずれかの同期と比較して

10％以上減少することが見込まれる者 

※新潟市内に主たる事業所等を有するなど、他の要件有り 

資 金 使 途 運転資金 

限 度 額 3,000 万円以内（別枠） 

利 率

(固 定 金 利 )

※現行制度と同様

【5 年以内】 信保付：年 1.50％ その他：年 2.00％ 

【5 年超】   信保付：年 1.70％ その他：年 2.20％ 

融 資 期 間

※現行制度と同様
10 年以内（うち据置 2年以内） 

取扱金融機関

第四銀行、北越銀行、大光銀行、秋田銀行、きらやか銀行、 

東邦銀行、北陸銀行、新潟信用金庫、三条信用金庫、新発田信用金庫、 

加茂信用金庫、新潟縣信用組合、はばたき信用組合、興栄信用組合、 

巻信用組合、協栄信用組合、三菱 UFJ銀行、みずほ銀行、 

JA バンク新潟県信連、商工組合中央金庫

そ の 他

※現行制度と同様

信用保証料にかかる補助制度有 

（補助割合）300 万円以内 100％、 300 万円超～1,000 万円 50％ 

取 扱 期 間 令和 2年 2月 28 日(金)から令和 2年 12 月末(予定) 

※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向けの 

経営支援特別融資の取り扱い開始について 

新潟市経済部 商業振興課 金融係（TEL 025-226-1629）


